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概　要

　京都は、平安京の時代から明治天皇が東京に
移るまで、都

みやこ

の中心として独特の文化を築いて
きた。この長い歴史のなかで、産業技術ととも
に商取引のなかで独自の情報生産が構築されて
いた。そのなかでも、京都繊維業界独特の企業
間信用取引システムが構築されていた。このシ
ステムは、悉

しっ

皆
かい

屋
や

が情報生産の仲介役を担って、
商品と金融のリスク分担も管理していた。
　しかし、1939年に京都信用保証協会が東京
に次いで２番目に設立されたことで、悉皆屋に
代わる金融機関や信用保証協会が、情報生産の
仲介役として充分な機能を果たすことが出来な
くなり信用取引システムの解体が誘発された可
能性がある。
　本稿では、京都中小企業金融と信用保証制度
を概観して、信用保証協会の設立によって、企
業間信用取引システムが解体された可能性につ
いて考察する。この歴史的、理論的考察から、
信用保証制度の導入とその後の変質によって、
信用保証協会と金融機関と中小企業者の３者と
もが情報生産を疎かにするようになった。その
ことが、信用保証協会の代位弁済を増加させる
ことになったのではないか。
　これを明らかにするためにパネルデータ分析
の手法で、代位弁済を被説明変数として、説明
変数を信用保証協会と金融機関である銀行と企
業経済要因を表すいくつかのデータを使用して
分析した。その結果から、金融機関である銀行
の姿勢と信用保証協会の姿勢、そして企業経済
が代位弁済に影響を与えていることが明らかに
できた。そして、情報生産機能を再生するため
の課題について考察することで、金融機関と信
用保証協会による、モニタリングと厳格な審査

制度の確立が求められることを提言したい。 

はじめに

　京都は明治天皇が東京に移るまで、政治、経
済、文化、産業の中心地として独特の文化を築
いてきた。この長い歴史のなかで、産業技術と
ともに商取引のなかで独自の情報生産が構築さ
れてきた。繊維呉服業界では、商取引とともに
京都独特の企業間信用取引システムが構築され
てきた。このシステムは、悉

しっ

皆
かい

屋
や

や潰
つぶ

し
し

屋
や

が、
商取引における情報生産の仲介役を担って、商
品と金融のリスク分担までも一元管理してい
た。
　1939年に京都信用保証協会が、東京に次い
で設立されたことで、中小企業者の金融が円滑
となって、企業間信用取引から現金決済に変化
していった。信用取引から現金決済の変化は決
済サイトの短縮と金融の円滑化となったが、中
小企業者間の情報生産が怠慢となり、信用取引
システムの解体を誘発した可能性がある。
　本稿では、信用保証制度の設立が、京都繊維
業界独特の企業間信用取引システムの解体を誘
発した可能性について考察する。信用保証制度
の導入とその後の変質によって、信用保証協会
と金融機関と中小企業者の３者ともに情報生産
を疎かにするようになったことが信用保証協会
の代位弁済額の増加をもたらしたことを明らか
にする。
　本稿の構成は、第 1章で、京都信用保証制度
と中小企業金融の歴史的変遷から、信用保証協
会の設立が伝統的な企業間信用取引の解体を誘
発した可能性について述べる。次に、第 2章で、
信用保証制度の問題点を明らかにする。信用保
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性貸出と住宅ローン等の個人貸出に偏重してい
る 2。前者は、金融機関が中小企業者の情報生
産を疎かにして、信用保証制度で資金提供する
ことでリスクを信用保証協会に負担させてい
る。後者については、長期の安定した住宅ロー
ンでリスクヘッジ貸出に偏重して、中小企業事
業者に対する金融の円滑化を図ることができて
いないといえる。
　京都信用保証制度と中小企業金融の設立から
現在までを概観して、信用保証協会の設立が企
業間信用取引の解体を誘発した可能性について
述べる。そして、地元２信用金庫の破綻を機に、
京都府、京都市の制度融資が行政受付から金融
機関受付方式に変更したことで、行政の情報生
産が疎かとなり、代位弁済のリスクが増加した
ということを明らかにしたい。

1-1　伝統的信用システム

　1939年に京都信用保証協会が設立される以
前の京都繊維産業界における信用取引について
概観していく。そして、中小企業の資金授受の
手法や情報生産の背景から考察して、信用保証
制度における情報生産の必要性について論究し
ていきたい。
　大森（2015a, b）の研究によれば、現在も京
都西陣室町の呉服反物や帯地等の呉服繊維業界
では独特の企業間信用取引が存在している 3。
通常の商品売買契約は、売買交渉が成立すれば
納品から販売代金の支払い期日や決済資金の支
払い方法を合意することで成立する。しかし、
京都の呉服繊維業界の一部では、商品の受渡時
に、契約書や納品書、請求書類の授受がなく、
商品に記号や番号が記載された紙

こ

縒
よ

り
り

が付けら
れ 4、そこに記載された記号で流通管理されて
いるシステムが存在する。呉服反物や西陣帯地
に付いている紙縒りの記号で卸売業者、機

はた

織
おり

等
製造業者から小売業複数の関連者が判る独自の
システムである。この記号内容は、長い年月に
なかで繊維業界で独自の暗号として生成された

証協会の設立によって、信用取引システムの解
体を招いたときに、金融機関である銀行が果た
すべき情報生産が満足に機能しなかった。そし
て、リスクを信用保証協会に負担させている。
信用保証協会も、情報生産機能を十分に果たす
には問題があり、リスクの一部が税として投入
されるという問題点を明らかにする。第 3章で、
この仮説を、被説明変数を代位弁済として、説
明変数に信用保証協会と金融機関である銀行と
企業経済要因を表すいくつかのデータを使用し
て、パネルデータ分析の手法で推定する。第 4
章で、データ分析の結果から考察した情報生産
機能の再生のための課題について述べる。そし
て、金融機関と信用保証協会によるモニタリン
グと厳格な審査制度の確立が求められることを
提言したい。

1． 京都信用保証制度と中小企業金融の
歴史

　京都は、平安京の時代から明治維新で天皇が
東京に移るまで、都

みやこ

の中心として栄えてきた長
い歴史がある。この長い歴史と独特の文化のな
かで、江戸時代に高級京呉服商が江戸店の売上
送金を目的として両替商の兼業を始めている。
この呉服商が、預金に類似した業務で資金を集
めて貸出に回したことから、両替商が銀行業の
起源という通説がある 1。
　大阪の両替商が、大名貸による資金の運用と
手形発行による信用の創造で発展してきたのと
は対照的に、京都は先進工業都市として呉服商
を兼営する両替商が、西陣等の生産者に対し生
産資金や原糸の前貸金等問屋金融が行われてい
た。明治維新以降の国立銀行の設立から第一次
世界大戦後の整理淘汰、そして私立銀行設立に
京都呉服店の豪商が関与していた経緯からも京
都の呉服商と金融業は共存していたといえる。
　大森（2015a, b）が明らかにしたように、現
在の京都中小企業金融は、信用保証制度の事業

1  京都銀行協会 1981：14-15、95-101。
2  大森（2015）は「京都の地域金融史」『同志社政策科学院生論集』5並びに「京都室町繊維産業と中小企業金融の変遷」『京都文教大学
総合社会学部研究報告』17で公表している。

3  大森（2015b）「京都室町繊維産業と中小企業金融の変遷」『京都文教大学総合社会学部研究報告』17、12-3。
4  細く切った紙の一方を捻って紐状にして、帯地や反物に結び付ける。業界仲間では、本来の伝票操作前の段階であり、仮伝票と呼ぶ場
合がある。
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の地位を確保している。
　第一次世界大戦前で 1930年代の繊維産業発
展期に、悉皆屋と同業態で自己資金を持つ潰し
屋が誕生した。潰し屋は、資金は保有している
が、業歴が浅く販売力のある問屋との取引が薄
いことから、戦後創業で歴史が浅く仕入先が不
安定な呉服問屋に白生地の仕入、図案企画から
染色加工を経て縫製まで一括管理して仕上げた
高級呉服を販売することで、商品と並行して繊
維業界のノウハウを伝授して信頼を築いてき
た。
　潰し屋は、新興呉服卸問屋の販売先を確保し
て、製造工程を安定させることで、運転資金を
円滑にする企業間信用取引システムを構築して
いた。製造工程を安定させるために情報生産シ
ステムを構築して、20以上の生産工程を纏め
て管理することで中間流通の圧縮と時間のロス
を少なくして多種多品種の商品在庫を揃えて、
新興の呉服問屋に卸すことが可能であった 7。
これは、新興呉服商が卸売商支配の流通から百
貨店業態の設立へと業態革新を遂げた仕入れの
手法に類似している 8。信用保証協会が設立さ
れるまでは、悉皆屋や潰し屋が仲介役として、
製造卸販売業として京都室町の繊維製品集散地
で繊維業界独自の信用システムを構築されてい
たのであろう。これらをまとめたのが、図 1の
保証協会設立前である。ところが、このシステ
ムは信用保証協会の設立によって、保証協会設
立後に構図が一変することになる。

ものであり、商品管理として企業間信用システ
ムの重要なアイテムとして存在している。
　京都の繊維業界は、商品売買の都度、資金決
済ではなく、小売り業者の決済金が販売業者、
卸売業者、製造業者、帯地生糸等材料納品業者
の順序で資金移動することから、売掛サイトが
1年以上になる場合がある。そこで、製造業者
や卸売業者が、原材料から販売まで一連して携
わる事業者のリスク負担と利益を考慮した金額
で商品の流通を図る必要があった。製造から販
売まで一連の商品管理を担う役割として明治時
代前半に「悉皆屋」が誕生した 5。片山・小川
（1986）は、「悉皆屋とは、染織請負業者で白生
地から染模様、小紋、無地の色揚げ等の染加
工、染直し、洗い張り、湯のし、湯通しから着
物仕立上げまでを引き受ける生業であり、呼称
の由来は、悉く皆依頼に応じることから悉皆屋
と称されている。」と述べている。しかし、京
都の悉皆屋は、当初は染織業者であったが、生
地製造から最終消費者への販売まで、一連の製
造販売工程を管理するまで事業範囲を拡大して
いる。
　悉皆屋の重要な役割は、糸屋から糸染、図案、
紋意匠、織物、染織加工、縫製、納品まで、一
連の工程管理を生産者と消費者の間に介在して
相互の密接な連絡機関と物流から製造工程にお
ける製品管理全般である。そして、各工程の職
人や呉服店から信頼があるのは、呉服製品の流
通管理と並行して、情報を提供することで 6、
京呉服繊維業におけるコーディネーターとして

5  岡田知弘（2006）『京都経済の探究―変わる生活と産業―』、43-5。
6  中村宏治（1987）「染色加工卸問屋と室町市場の構造変化―星久社長・松居久左衛門氏聞き書き―」『同志社商学』39（4）、173-96。
7  現在の「潰し屋」は市田、千切屋、千聰等で「京都染呉服振興会 (KSS)」に加盟している。
8  武居奈緖子（2011）「江戸期呉服商の仕入変革―我が国における百貨店業態成立の史的背景―」『流通研究』8、17-35。

図１ 保証協会設立 前 後 （情報生産・リスク負担）  
 

                       情報生産    悉皆業・潰し屋 
 

信用保証協会設立前     商品 A  ⇒ B  ⇒  C 
        リスク        ⇔         ⇔ 掛・保証人・手形 

 
     情報生産     銀行           リスク 信用保証協会 

   

信用保証協会設立後        商品  A ⇒  B ⇒  C 現金（借入金） 
 

 
 
 
 

図 1　保証協会設立　前　後（情報生産・リスク負担）
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況支援対策として行政制度融資を実施してき
た。1998年 8月に長期化したバブル経済崩壊
の後遺症に対して、中小企業等貸し渋り対策大
綱による中小企業金融安定化特別保証制度を創
設した。そして、2002年 1月に地元２信用金
庫破綻の影響からセーフティーネット保証を活
用して制度融資の利用と借換えを目的とした、
全国でも例のない京都府と京都市協調の経営改
善借換え融資制度を創設した 12。この制度は行
政融資で初めて金融機関依頼方法を採用した画
期的な取り組みであった。
　2004年 4月に京都府と京都市併せて 30以上
の制度融資を４つの制度融資に集約した。そし
て、行政窓口で企業からの融資相談を受けて、
調査と企業内容診断を行って金融機関と保証協
会に融資斡旋する行政斡旋方式から、全て信用
保証付きの金融機関依頼方式に変更した 13。行
政斡旋方式は、中小企業者が京都府等行政機関
や信用保証協会と接触があり情報生産が可能で
あった。一方、金融機関方式は、金融機関経由
で制度融資を取扱う方式であり、情報生産が金
融機関に限定されることになった。
　従前は、その情報生産を悉皆業者が仲介役と
なって信用取引システムを構築していたが、信
用保証制度の設立によって、情報生産の仲介役
が金融機関に移転したことで、企業間信用取引
で分散されていたリスクが、信用保証協会にリ
スク負担を負わせる図 1の保証協会設立後の構
図となっていったと考えられる。

1-3　京都中小企業金融の特徴　

　京都の中小企業金融を担う京都府下に本店を
設置する金融機関の特徴を見ていきたい 14。ま
ず、地方銀行の京都銀行は、政府の一県一地銀
政策と京都府知事の行政施策によって丹後地方
や福知山を地盤に営業活動していた 27銀行が
集中合同して設立された丹和銀行が前身であ
る。その後、京都市内に本店移転時に行名を京

1-2　 信用保証協会の誕生と京都の信用シ
ステム

1-2-1　信用保証協会誕生による変化

　1936年に京都商工会議所が、京都信用保証
協会設立に向けて京都市と京都府に協力要請を
して、2年後の 1938年秋に京都信用保証協会
設立準備委員会が設置された。その翌年 8月に
設立登記して 9月から信用保証協会として業
務を開始した 9。1941年の太平洋戦争勃発から
1945年に終戦を迎え 1946年 3月末に GHQ（連
合国軍総司令部）の指令で新規保証の受付が一
時期停止となった。しかし、1948年に中小企
業金融対策要綱の閣議決定を受けて 1945年に
京都府と京都市と京都信用保証協会による覚書
の再締結により京都信用保証協会の信用力が確
立された。
　その後、神武景気からナベ底不況を経て、い
ざなぎ景気までの高度経済成長期 10の 13年
間に保証業務は著しく増加して、保証承諾額
は 10倍、保証債務残高も約 20倍に増加した。
一方、代位弁済額も同様に約 20倍に増加した
が 11、中小企業者の資金円滑化に貢献して、公
的保証機関としての役割が確実に定着した時期
である。この高度成長期に、企業間信用システ
ムにおける情報生産の仲介的役割を担っていた
悉皆屋から、地域金融機関である銀行がその役
割を担うことになっていった。しかし、信用保
証貸出で現金決済に切り替わったことで、企業
間の情報生産とリスク管理が疎かになりリスク
負担が信用保証協会に移っていくことになっ
て、図 1下段の信用保証協会設立後の構図に変
化していった。

1-2-2　バブル崩壊後の信用システム変化

　1990年代に入り、バブル経済崩壊の対応と
して京都府や京都市及びその他市町は、緊急不

9  1942（昭和 17）年 8月大阪市信用保証協会が京都信用保証協会に次いで 3番目に設立された。
10  1957（昭和 32）年をピークに神武景気からいざなぎ景気 1970（昭和 45） 年迄 13年間。
11  京都信用保証協会（1999）『六十年のあゆみ』京都信用保証協会、18-9。
12  2000（平成 12）年 1月に京都みやこ信用金庫と南京都信用金庫の破綻により、経営安定化関連 7号（取引先金融機関破綻）の利用で保
証承諾 4906億円、保証残高 8697億円の実績となった。京都信用保証協会（2009）『70周年』36-37。

13  1950（昭和 25）年創設以来の行政受付を金融機関受付に変更（京都信用保証協会 1999）。
14 京都府下に本店を設置する地方銀行一行と信用金庫三金庫が存在する。
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　1996年 1月に北京都信用金庫、丹後織物信
用組合、丹後中央信用金庫、網野信用金庫が合
併して京都北都信用金庫が誕生した。そして、
2002年 11月京都北都信用金庫が存続金融機関
として、京都府北部の福知山信用金庫、東舞鶴
信用金庫、舞鶴信用金庫、綾部信用金庫を統合
した。地方公共団体との貸出金取引が約 13％
と個人取引約 35％に次いで多いのは、行政指
導で合併している背景があると考えられる。
　図 3から、京都の地域金融機関取引業種は、
製造業、卸・小売業で約 21％、不動産業約
13％、個人約 36％、地方公共団体約 7％より不
動産業と個人取引で過半数を占めている。これ
は、京都の歴史的な事象から、伝統産業を含め
繊維産業を主とした製造業や卸売業は企業間信
用取引で円滑に資金が流通していると考えられ
る。そして、金融危機の時代に、事業性貸出を
主業務とする金融機関の経営破綻の経緯もあり、
現在は、地方公共団体や地元企業に勤務する従
業員の個人貸出に変質していることが覗える 16。
　図 4から、京都信用保証協会の金融機関別
に信用保証承諾を見ると、地方銀行が 41％ 17、
信用金庫が 51％で、信用保証債務は地方銀行

都銀行に変更している。図 2の京都府金融機関
貸出金業種内訳より、前身銀行時代からの取引
業態である繊維や材木の製造・卸売小売業が約
29％、個人が約 31％、その他不動産建設等が
約 38％に分散された取引形態となっている。
　京都中央信用金庫は、京都中央卸売市場内の
仲買人達が資金調達を目的に相互扶助の精神で
設立している。しかし、現在の貸出金業種内訳
は、個人取引が約 47％、次いで不動産業が約
20％、製造業と小売業が約 6％となっている。
中央卸売業者が関与して創設された地域金融機
関であったが、住宅関連資金等個人貸出とマン
ション建築資金等不動産関連貸出が約 7割を占
めている。これは、中小企業金融の主旨から変
質しているのではないか 15。
　京都信用金庫は、証券取引員の相互金融と繁
栄を目的に設立された。その後、京都経済の活
性化を目的として信用金庫に組織変更してい
る。現在の貸出取引業種は、個人約 31％、製
造 ･卸売小売業約 30％、その他不動産建築等
約 38％と京都銀行同様に取引業種が分散し、
地域事業者への支援体制が構築できていると見
られる。

15 1986（昭和 61）年 6月に住宅金融・消費金融の信用保証業務を業とする中信ローン保証㈱を設立して住宅ローンを推進している。
16 大森（2015a）「京都の地域金融史」『同志社政策科学院生論集』5、60-65。
17 地方銀行は、京都銀行の本支店と滋賀銀行南都銀行の営業店がある。

製造業 農林業 建設業 電機ガス水道 情報通信 運輸･郵便 卸・小売 金融･保険 不動産賃貸 サービス業 地方公共団体 個人 その他 

京都銀行 17.49 0.07 3.13 0.94 1.35 2.91 11.50 2.86 10.75 8.40 8.69 31.38 0.46

京都中央信金 5.80 0.03 4.66 0.00 0.22 0.89 6.20 0.56 20.48 6.75 4.25 47.26 1.69

京都信金 15.80 0.37 4.00 0.00 0.57 1.80 13.92 0.57 13.90 10.52 4.73 31.47 2.47

京都北都信金 5.37 0.20 8.10 0.00 0.00 0.93 9.48 2.87 8.88 12.68 13.25 34.92 1.68
金融機関平均 11.11 0.17 4.97 0.24 0.53 1.63 10.27 1.71 13.50 9.59 7.73 36.26 1.58

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

図２ 京都府金融機関別貸出業種内訳  
    

各金融機関HP等よりデータ収取して筆者作成 図 2　京都府金融機関別貸出業種内訳
（各金融機関 HP等よりデータ収取して筆者作成）
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があると述べているように、京都信用保証協会
の取引状況は顕著に表れている。
 
 1-4　保証協会による信用保証の動向

　京都信用保証協会の実績を時系列データで
見ていくと、保証承諾額は 1998年に急増して
2008年をピークに、その後は漸次減少している。
保証債務残高は、1970年度当初から右肩上がり
で推移して、1980年代に増加して、1990年代
後半の金融危機の時期に急増している 18。その

39％、信用金庫が 54％である。代位弁済額は、
地方銀行 33％、信用金庫は 61％である。信用
保証承諾額と信用保証債務残高の約 5割に対
し、代位弁済額は 6割以上信用金庫である。京
都の信用金庫は店舗数も多く中小企業者の取引
も多いが、経営面が不安な信用保証協会付貸出
の取引シェアが高いといえる。
　Berger et al. (2005)は、米国の小規模企業は
小規模金融機関と強い取引関係があることを明
らかにしている。日本でも Uchida et al. (2007)
は小規模銀行の信用金庫等は借り手と強い関係

京都信用保証協会 ・デスクロージャー誌より筆者作成
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図 3　京都信用保証協会残高（金融機関組織別残高）
（京都信用保証協会 HP・デスクロージャー誌より筆者作成）

図 4　京都信用保証協会（保証承諾　保証債務残高　代位弁済（右軸））
　　　京都銀行（事業性貸出）　京都中央信用金庫（事業性貸出）　推移
　　　（京都信用保証協会・京都銀行・京都中央信用金庫各機関資料より筆者作成）
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図４  京都信用保証協会（保証承諾 保証債務残高 代位弁済（右軸）） 
京都銀行（事業性貸出） 京都中央信用金庫（事業性貸出） 推移  

京都信用保証協会・京都銀行・京都中央信用金庫各機関資料より筆者作成 

18  1997年に山一証券破綻を機に北海道拓殖銀行の破綻、長期信用銀行破綻による国有化からの金融不安を払拭する金融機能安定化緊急措
置法の時限立法を設立させた時期を金融危機とする。
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る。その上で、次章において、それらの要因が
代位弁済の増加に繋がったのかどうかを、都道
府県別データなどを用いてパネルデータ分析で
検証していきたい。

2-1　信用保証制度の仕組み

　信用保証制度は、中小企業者の信用力を補完
して金融の円滑化を図ることを目的に、信用保
証協会法に基づき全国各都道府県に設立された
51信用保証協会が 19、企業の育成を金融面か
ら支援する制度である。（図 4参照）
　信用保険制度は、信用保証協会が日本政策金
融公庫と信用保険契約を締結して、日本政策金
融公庫に一定の保険料を支払うことで、代位弁
済資金の一定金額を保険金として受領する制度
である。この仕組みは、信用保証協会と中小企
業者が締結した信用保証契約で資金使途や保証
金額等一定の要件を備えた信用保証に対して、
中小企業信用保証保険法による信用保険を付保
する包括保証保険制度である 20。
　信用保証協会は、中小事業者が金融機関から
事業資金の提供を受ける際に保証人となって借
入を容易にすることで金融の円滑化を図る公的
な保証機関として、国政を受けて地方自治体が
議会で制定した制度融資の取り扱いを積極的に
推進する立場にある。金融機関を通して中小企
業者からの保証依頼に問題がなければ承諾す
る。
　中小企業者が金融機関に借入金返済が遅延す
れば、保証協会が金融機関に代位弁済を履行す
る。信用保証協会は保険料を日本政策金融公庫
に支払い、代位弁済金相当額を保険金として受
領するが、信用保証協会が通常の保証料収入で
代位弁済金や通常運営資金を賄えなくなれば、
都道府県が信用保証協会に毎年予算計上して補
助金を出資して補塡することになる。これが信
用補完制度の一連の流れである。
 
2-2　信用保証協会の問題点

後中小企業金融円滑化法が施行された 2008年
にピークを迎えて、現在は約 7割まで減少し
ている。代位弁済額は、バブル最盛期の 1990
年に減少し、総量規制後の 1992年に増加、2
信用金庫が破綻した 2001年にピークを迎え、
2008年に再度増加してからは毎年減少してい
る。（図 4参照）
　全国信用保証協会の保証承諾額と保証債務残
高は、金融監督庁が発足して金融機能再生法が
施行された 1997年にピークを迎えている。代
位弁済額は 2002年にピークを迎えて、2008年
のリ－マンショック期に増加して以降減少して
いる。全国と京都では若干タイムラグがあるが、
保証債務残高、保証承諾額、代位弁済額のいず
れも、金融危機の時期に増加しているのは、金
融機関が信用保証制度を推進した可能性が考え
られる。リーマンショック期は世界的経済不況
の影響による受注大幅減少対策として、2008
年 11月に金融庁が「中小企業者等に対する金
融の円滑化を図る為の臨時措置に対する法律」
（以下、金融円滑化法）を以て、信用保証制度
を推進したことが考えられる。
　バブル経済崩壊やリーマンショックは、京都
だけの問題ではないと思われる。京都以外のと
ころについては歴史的検討をしてないが、かつ
て、どこにでも実物取引に根ざした信用システ
ムがあったのではないか。それが信用保証制度
によって弱められたのではないかと考えられる
ので、次章で信用保証制度の問題点について検
証してみたい。
 

2．信用保証制度と金融機関の問題点

　前章では、京都の繊維業界における信用取引
システムが、信用保証制度の設立によって、情
報生産とリスク負担が変質したことを指摘し
た。なぜそのような変化が起きたのか、信用保
証制度の仕組みを詳しく眺め、信用保証協会、
金融機関、中小企業者のそれぞれに対して、ど
のようなインセンティブが働くのかを考察す

19  信用保証協会法（昭和 28年法律第 196号）に基づき設立された。各都道府県にあり、2014（平成 26）年 5月大阪府中小企業信用保証
協会と大阪市信用保証協会が合併して大阪信用保証協会となり、現在は全国で 51信用保証協会がある。

20  信用保険の事故となり保険金を日本政策金融公庫が、信用保証協会に保険金を支払うことになる。保険塡補率は保険の種類で 80％の場
合もある。
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と特別保証枠増額の要件緩和を講じた。その結
果、信用保証制度は金融機関受付方式の全額保
証によって取組経済不況対策に貢献したが、モ
ラルハザードが生じた可能性がある。
　モニタリングの問題点について、岡田（2013）
は、金融機関が中小企業者の審査や経営モニタ
リングを厳密に実施しないで、貸し倒れリスク
を信用保証協会に転嫁する目的で信用保証制度
を利用すると、借り手企業側も借入金負債に頼
り経営改善努力を怠りリスクを増大させると述
べている。同様に Berger et al. (2004)も信用保
証制度における保証協会と金融機関がモニタリ
ングを積極的に実施する必要があると述べてい
る。家森（2010）は、信用保証制度貸出が金融
機関の情報生産活動を阻害している。それは、
2007年 10月まで実施していた 100％全額保証
に起因する典型的なモラルハザードであると述
べている。
　清野（2008）は、信用保証協会の 100％全額
保証が金融機関と企業の双方にモラルハザード
を生じさせる可能性を内包している。それは、
金融機関が信用保証や担保の依存によるスクー
リングやモニタリング等の情報活動を節約する
可能性があることを指摘している。
　金融機関が中小企業のモニタリングを実施し
て、信用保証協会は金融機関と責任共有制度の

　京都の信用保証制度を概観したところ、信用
保証制度には、全額保証と受付方式、そして組
織上の問題点がある可能性が伺える。これらの
問題点が代位弁済の増加に影響している可能性
について考察していきたい。

2-2-1　全額保証とモニタリングの問題点

　信用保証制度の仕組みから、公的保証機関と
して全額保証であった。これが、論理的にモラ
ルハザードを発生させたといえる。内木（2014）
は、メインバングが情報的に優位な立場を利用
して収益性の低い企業に信用リスクを協会に転
嫁すべく 100％保証の特別保証制度を利用する
とモラルハザードが生じることを明らかにして
いる。
　全額保証は、中小企業金融円滑化対策として
必要不可欠であるが、代位弁済が増加すると補
填金として税金の注入が必要となる。そこで、
信用補完制度を持続的に運営していくために、
2007年 10月からリスク考慮型信用保険料率体
系を見直して 21、金融機関との適切な責任共有
制度を導入している。
　ところが、京都では地元２信用金庫の破綻時
に制定された特別保証制度や緊急保証制度で
は 22、責任共有制度の対象外で 100％全額保証

21  これに伴い信用保証料率についてもリスク考慮型に変更している。
22 緊急保証制度は、リーマンショック及び原材料高騰の世界的経済不況対策の制度。

図 5　信用補完制度
（京都信用保証協会 HP 信用保証案内等資料より筆者作成）
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が自治体の出身で、そのうち 19名の理事長が
副知事経験者である。
　天下りに関する先行研究で、藤原・家森（1996）
は、官公庁から金融機関へ役員の派遣や天下り
人事について実証的検証をしている。天下り人
事は、継続的で定期的に実施されている。そし
て、銀行の特性と役員派遣との関係は、資産規
模の大きい銀行、自己資本比率や経常利益率が
小さい銀行ほど監督当局からの派遣天下りが増
加する傾向がある。そして、実証分析の結果、
自由化や規制緩和に逆行することや監督庁との
癒着を動機とする規制レント説 23と経営面で
将来の経営悪化の防止や規制の実効性を高める
ことを動機とする律付け救済説 24で整合的な
結果をだしている。
　別の視点で、家森（2004）は、民間銀行から
の派遣や天下りは、国際部門や外為部門の勤務
経験者が部署担当することが多く、銀行の資産
規模との関係も、規模が大きい銀行ほど派遣や
天下りが少なくなることから、実務担当レベル
の人材説が有力であると述べている。そして、
天下り型信用金庫が経営効率的だと判断するの
は早計であり、天下りによって規制コストが優
遇されているにも関わらず、無駄な費用を費や
して他の信用金庫と変わらない費用構造になっ
ている可能性もある。信用金庫の支出選好行動
で天下りは、監視メカニズムで機能しないで、
支出選好行動を助長していると述べている 25。
　堀内（1998）も、当時の監督官庁である日本
銀行と大蔵省からの天下り役員の受入状況に応
じて、4つのグループに分けて銀行経営指標の
自己資本比率と不良債権比率で分析した結果、
天下り役員が厳然と存在する銀行でも経営不振
に陥り平常時でも自己資本比率が低い傾向があ
るので、銀行の健全性や業績改善に役立ってい
ないと述べている。
　このような金融機関の天下りと同様に、副知
事の天下り先が中小企業の支援を目的とする公
的保証機関の経営責任者であることが問題であ
る。そこで、信用保証協会の天下りが経営リス

厳格な取組を実施することが求められる。そし
て、信用保証制度に関係する機関による情報の
共有化が必要である。

2-2-2　受付方式の問題点

　行政機関が斡旋する制度融資は、行政が窓口
となって中小企業者の融資相談を受けてから、
独自に企業調査や診断をして制度条件に適合す
れば金融機関に融資斡旋して信用保証協会に信
用保証依頼している。この行政斡旋方式は、行
政窓口の担当者や企業調査担当者による中小企
業者の情報生産が可能であった。制度融資の斡
旋を受けた金融機関は貸出取引先であり情報生
産を講じる。そして、信用保証協会も独自に保
証先調査として情報生産していたので、各関係
機関が情報生産をして共有することが可能で
あった。　
　2001年に京都の 2信用金庫破綻の影響によ
る倒産防止対策として、セーフティーネット保
証の制度融資で中小企業の資金ニーズにタイム
リーに対応するため、京都が全国に先駆けて金
融機関斡旋方式を採用した。これは、京都府と
京都市が制度融資のあり方について、過去の整
理と問題点の分析を検討し、協議を重ねた結果
から変更している。
　この制度改革が情報生産を金融機関に頼るこ
ととなり、京都府や京都市等行政と信用保証協
会が情報生産の構築を疎かにすることを招く可
能性があったのではないか。2信用金庫破綻の
緊急避難的な対応によって、中小事業者の情報
が金融機関経由に変更されたことで行政と信用
保証協会の情報生産が疎かになり、代位弁済を
増加させた可能性がある。

2-3　信用保証協会の組織上の問題点

　組織上の問題点として、信用保証協会理事長
の天下りを指摘する。全国 51信用保証協会は、
地方自治体と密接な関係から理事長 51名全員

23  藤原・家森（1996）は論文で、天下り受入銀行は自行に有利な規制の運営を期待して、拒絶すれば運営上不利な扱いをうける不安がある。
規制の裁量的運用に関連した役員派遣を規制レント説としている。

24  藤原・家森（1996）は論文で、不安のある銀行に監督庁の規制の運用を実効するために役員派遣してモニタリングを実施する。受入側
は役員受入れによる税務上の優遇措置（無税償却）や日銀借入の獲得を動機とする規律付け救済説としている。

25 家森信善（2004）『地域金融システムの危機と中小企業金融』千倉書房、105-110。
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再生支援融資等制度融資が増加した背景には、
セーフティーネット保証を活用した制度融資の
利用を金融機関から中小事業者に提案していっ
たことが、代位弁済の増減に影響しているので
はないか。
　竹澤・松浦・堀（2004）は、都道府県別デー
タを用いて実証した結果、金融危機の緩和とし
て効果があったが、代位弁済を増加させたこと
は明らかにできてない。一方、家森（2004）は、
不良債権の多い銀行が信用保証の利用が多いわ
けではないが 28、不況時の信用プログラムでは、
金融機関が破綻防衛策として、不良債権の増大
を防ぐために貸し渋り現象が生じる可能性があ
る。そして、貸出の縮小が貨幣供給量の低迷を
もたらし経済全体の供給量を減少させてしまう
弊害があると指摘している。
　実質経営破綻した新銀行東京の事例は、同行
の審査能力とモニタリングの不足から虚偽の決
算書類が提出されて、貸出先訪問、経営者との
面談、財務データチェックなど人的な手間をか
けた情報生産の構築を怠っていた。また、ハー
ド面でもクレジットスコアリング支援システム
が有効に機能していない状況であった 29。
　このことから、信用保証協会が銀行と中小企

クの代位弁済に影響を与えている可能性をみて
いきたい。

2-4　金融機関の問題点

　京都府下に本店を設置する金融機関と経済的
要因をリンクさせて、京都信用保証協会の業況
と代位弁済増加の背景から、金融機関の問題点
について見ていく。
　京都信用保証協会、京都銀行、京都中央信用
金庫の推移をみると、京都銀行の事業性貸出金
額は 2003年に若干減少するが 2004年以降は右
肩上がりで推移している26。京都中央信用金庫
は 2000年を下限に減少傾向であったが、破綻
した 2信用金庫の事業譲受した 2001年に増加
して以降は平衡状態で推移している。京都信用
保証協会の保証債務残高も 1999年から 2000年
にかけて若干増加しているが、均衡状態から下
降傾向にある。これは、代位弁済と保証承諾は、
図 6の京都経営経済動向調査（BSI）に類似し
ている 27。
　1998年バブル経済崩壊後の金融危機に対応
して中小企業金融安定化特別保証制度の導入、
更に 2008年の中小企業金融安定化法に基づく

26 図 4参照。
27  BSI Business Survey Indexの略、BSI値は景気全般の見通しについて、強気、弱気の度合いを示す。プラスは「強気 ･楽観」マイナスは「弱
気・悲観」を意味する。但し、製品 ･商品在庫は適正水準比とする。京都 BSI値は、京都府内に本社、本店などを持つ企業 580社に対
して実施した経営経済動向調査、1～ 3月期の BSI値は、10月～ 12月期の景況感を基準に「プラス」、マイナス▲」で表す。算出方法は、
上昇回答から下降回答を差引して 2分の 1を乗算する。X…上昇　Y…横ばい　Z…下降　X＋Y＋Z＝100（％）　BSI＝（X-Z）÷2　

28 家森信善（2010）は、愛知県の中小企業と信用保証制度についてアンケート調査を実施した結果を分析している。
29  成果主義制度の導入やリスク管理体制の欠如が社員のモラルハザードを誘発して、組合組織金融機関の監督は都道府県知事にあるにも
関わらず、監督権限を有している知事が金融機関を設立する発想がそもそも問題であった。

図６ 京都経営経済動向調査（ ）推移 
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データ出所：京都商工会議所 経営経済動向調査 より筆者作成

図 6　京都経営経済動向調査（BSI）推移
（データ出所：京都商工会議所　経営経済動向調査 (BSI) http://www.kyo.or.jp/kyoto/public/bsi.htmlより筆者作成）
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ができないので、代位弁済に対するラグはとら
ないこととする。

3-1　推定式

　この仮説を検証するための推定式は次のよう
に書くことができる。

Yit=aXit
1+bXit

2+cXit
3+dXit

4+hXit
5

　Y：代位弁済額（百万円）　i＝都道府県　 
　t＝時点
　添字の i（1～ 47）は都道府県を、ｔ（2013・
2014・2015）は西暦 3月末を表し、右辺の説明
変数は同時期の数値を用いる。定数項に関して
は固定効果モデルと変量効果モデルが考えられ
るが、ここでは変量効果モデルを採用した 33。
　推定は、次の A～ Cパターンで実施する。
　Aパターンは、被説明変数に代位弁済金額と
して、単位を金額ベースで推定する。
　Bパターンは、被説明変数を代位弁済率とし
て説明変数を金額増減率とする。
　Cパターンは、被説明変数を代位弁済率とし
て説明変数を金額ベースとする。
A． 被説明変数：代位弁済額　　　　
 説明変数　： 保証承諾額・保証債務残高・

経常収入・経常収支・副知事・
情報開示

 　　　　　　 貸出金・失業率・事業所数・
倒産件数・倒産負債額

B． 被説明変数：代位弁済率　　　　
 説明変数　： 保証承諾増減率・保証債務残

高増減率・保証承諾率・副知
事・情報開示

 　　　　　　 失業率・貸出金増減率・倒産
件数増減率・倒産負債額増減
率

C． 被説明変数：代位弁済率、　　　　
 説明変数　： 保証承諾額・保証債務残高・

副知事・情報開示・貸出金・

業者から提出された保証依頼書のスコアリング
だけで、モニタリングによる情報生産を銀行に
任せてしまうことが代位弁済を増加させる可能
性がある。これを防ぐために、金融機関の姿勢
として、スクリーニングやモニタリング等の情
報生産活動が重要となってくる。
 

3．データ検証と実証結果

　本章では、これまでに示した仮説を検証する
ために使用するデータと検証結果について述べ
る。まず、47都道府県別、3年間のパネルデー
タ分析を採用する。パネルデータ分析で検証す
るには、標本数は増えることで自由度が高くな
り、推計の信頼性が高まり、変数間の変動がよ
り起こり多重共線性の問題が回避されるからで
ある。
　被説明変数を代位弁済として、説明変数は、
X1から X5まで五つのグループに分けて検証す
る。まず、信用保証協会の姿勢を表す変数 X1、
その他のダミー変数 X2、金融機関である銀行
の姿勢を表す X3、企業経済状況を表す変数 X4、
年ダミー変数 X5を設定する。
　推定期間は、2013年度から 2015年度の 3年
間とする。それは、リーマンショック対策とし
て中小企業等貸し渋り対策大綱に基づき創設さ
れた「中小企業金融安定化特別保証制度」と
2008年 10月に設けられた「経営安定関連保証
制度及び原材料価格高騰対応等緊急保証制度」
が 2013年 3月に終了したことで、約定返済分
の借増しや新たな借入による資金調達が閉鎖さ
れた後の状況を見るためである。また、使用デー
タは、2014年 3月期、2015年 3月期、2016年
3月期の 51信用保証協会の情報公開データと、
都道府県別失業率 30、都道府県別事業所数 31、
都道府県別貸出金 32とする。なお、当該年度
の信用保証貸出金が同年度内に代位弁済となる
可能性は低いと思われるが、統計的データ採取

30  総務省（2015）「総務省統計局統計データ、総務省労働調査」総務省ホームページ（2016年 4月 15日閲覧、 http://www.stat.go.jp/data/
roudou/pref/index.htm）

31  経済産業省（2015）「経済産業省統計産業統計データ工業統計調査」経済産業省ホームページ（2016年 6月 1日取得、http://www.meti.
go.jp/statistics/tyo/kougyo/result-2/h26/kakuho/aibunrui/index.html）

32  日本銀行（2016）「時系列統計データ検索サイト日本銀行預金貸出関連統計」日本銀行ホームページ（2016年 6月 1日取得 http://www.
stat-search.boj.or.jp/ssi/cgi-bin/famecgi2）

33  説明変数と個体特有効果との間に相関が無いことを帰無仮説とした、Wu-Hausman検定で相関性が無い結果がでた。
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ターである。
X3：銀行の姿勢を表す変数
　X3は、金融機関である銀行の姿勢が代位弁
済に影響を与える変数を表している。銀行の姿
勢として、リスク負担を回避するために信用保
証協会の保証承諾があれば安易に貸出行動をと
ることが考えられる。その結果、リスク負担が
信用保証協会の代位弁済額に転換されている可
能性がある。これを表す変数として銀行貸出額
とする 35。
X4：景気状況を表す変数
　X4グループは、景気状況が代位弁済に影響
を与える影響を抽出した変数である。景気動向
から見ていく指標として完全失業率、経済状況
を見ていく指数として企業の倒産を説明変数と
した。雇用状況は、景気が不況であれは失業率
が上昇し、回復すれば雇用が増加して失業率が
低下するので、完全失業率を代位弁済に影響を
与える説明変数とする 36。また、企業倒産件数
と負債金額を説明変数に選定したのは、景気の
不況に直接関係があると考えて、倒産件数と負
債金額が代位弁済に与える影響を明らかにする
説明変数とする。
d1は完全失業率が代位弁済に影響を与えるパ
ラメーターを表して失業率を整数とした。
d2は倒産件数が代位弁済に影響を与えるパラ
メーターを表す。
d3は、倒産企業負債金額が代位弁済に影響を
与えるパラメーターを表す。
　使用データは、総務省ホームページの総務省
統計局データから、完全失業率の公表情報デー
タ、倒産件数と金額は東京商工リサーチのホー
ムページの公表データを使用した。
X5：年度ダミー変数
　これらのデータで伸び率が各都道府県や年度
によってブラスとマイナスの変動はあるので、
Bパターンに限り、年ダミーを設定して調整し
た。
h1は 2015年 3月末計数が代位弁済率に影響を
与えるダミー変数とする。
h2は 2016年 3月末計数が代位弁済率に影響を

失業率
 　　　　　　倒産件数・倒産負債額

3-2　被説明変数と説明変数

　信用保証制度の導入とその後の変質によっ
て、信用保証協会と金融機関と中小企業者の３
者ともに情報生産が疎かになった。そして、信
用保証協会の代位弁済が増加した。これを明ら
かにするために、被説明変数を代位弁済 34と
してパネルデータ分析を実施する。被説明変数
を代位弁済としたのは、信用保証協会と金融機
関と中小企業者の３者が情報生産を疎かにして
信用保証融資を取り組むと、リスク負担として
代位弁済が増加すると考えたからである。
　説明変数を、次の X1～ X5の 5グループに
分けて、被説明変数の代位弁済に影響を与える
パラメーターを表している。個別グループ毎に
説明すると次の通りである。
X1：信用保証協会の姿勢を表す変数
　X1グループは、信用保証協会の姿勢が代位
弁済に与える影響を見ていく変数群である。
a1は信用保証協会の保証承諾が代位弁済に影
響を与えるパラメーターを表す。
a2は信用保証協会の保証債務残高が代位弁済
に影響を与えるパラメーターを表す。
a3は保証料収入と保険料支出の差額である経
常収支が代位弁済額に影響を与えるパラメー
ターを表す。
X2：信用保証協会の姿勢を表すダミー変数
　X2グループは、信用保証協会の姿勢が代位
弁済に与える影響を見ていくダミー変数であ
る。全国 51信用保証協会理事長の前職と、ホー
ムページ上でデスクロージャー公開の有無が代
位弁済に影響を与ええているダミー変数とす
る。
b1は、信用保証協会理事長の前職が代位弁済
に与える影響を見るパラメーターである。
b2は、全国 51信用保証協会がホームページ上
でデスクロージャー誌を公開することが代位弁
済額に影響を与ええていることを見るパラメー

34  代弁弁済額と代位弁済率（代弁弁済額 /保証債務残高）で検証する。
35  なお、使用データは日本銀行ホームページの公表データは国内銀行計数に限定されているので信用金庫・信用組合を含まない計数を使
用した。

36  失業率は遅行指標に指標されてないのでラグはとらずに整数値で使用した。
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果となったのは、単年度の保証承諾（フロー）
と保証債務残高（ストック）は負の相関が見ら
れる。そこで、代位弁済率を保証承諾額と保証
債務残高で分析した結果が表 3である。保証承
諾額がマイナスで保証債務残高がプラスで代位
弁済率に影響を与えている結果となった。
　信用保証協会が保証審査を弱くすれば、保証
承諾（フロー）の増加となり保証債務残高（ス
トック）も増加するが、不良債権も増加するこ
とになる。この不良債権が代位弁済率を悪化さ
せているロジカルな仮説をデータ検証した結
果、保証承諾から代位弁済へのプラスの関係が
検出されて、仮説の傍証が得られた。

3-3-2　金融機関の姿勢

　金融機関の姿勢を表す変数が代位弁済に与
える影響を、パネルデータ分析結果から見る
と 37、表 2でプラス、表 1と表 3では、マイナ
スで有意な値を得ることができた。この結果か
ら、金融機関の貸出姿勢が代位弁済に影響を与
えていることが明らかになった。このことは、
金融機関が情報生産を疎かにして、安易に貸出
額を増加させることで代位弁済を増加させてい
る可能性があるといえる。また、この結果から
貸出金と保証債務残高の変数値が強いので、多
重共線性の問題があるので、説明変数間の相関
について確認をしたところ、表 4から貸出金と
保証債務残高は多重共線性の可能性が低いと考
えられる。

3-3-3　企業経営環境と信用保証

　企業経済要因が代位弁済に与える影響を推定
した結果、失業率は全てにプラス影響を与えて
いることが明らかになった。表 1では企業倒産
件数、企業倒産負債額と事業所数が代位弁済額
に影響を与えていることが明らかになったが、
表 2、表 3では有意な値を得ることができなかっ
た。企業経済要因の問題点は、中小企業者が、
安易に信用保証制度融資で資金供給を受けて現
金決済することで取引企業間の信用取引が希薄

与えるダミー変数とする。

3-3　実証結果

　パネルデータ分析の実証結果が表 1～ 3であ
る。
　表 1は被説明変数を代位弁済額として、説明
変数を X1保証承諾額・保証債務残高・経常収
入・経常収支、X2副知事・情報開示、X3貸出金、
X4失業率・事業所数・倒産件数・倒産負債額
で分析した結果である。
　表 2は、被説明変数を代位弁済率として、説
明変数 X1保証承諾額・保証債務残高、X2副知
事・情報開示、X3貸出金、X4失業率・倒産件数・
倒産負債額で分析した結果である。
　表 3は、被説明変数を代位弁済率として、説
明変数 X1保証承諾額・保証債務残高、X2副知
事・情報開示、X3貸出金、X4失業率・倒産件数・
倒産負債額で分析した結果である。
　実証結果から、天下り副知事と情報開示につ
いては、いずれも有意な値を得ることができな
かった。この問題は重要であり今後の研究課題
としていきたい。では、信用保証協会と金融機
関の姿勢、そして、企業経営環境と信用保証は
どうであったか述べていく。

3-3-1　信用保証協会の姿勢

　信用保証協会の姿勢を表す変数が代位弁済に
与える影響をパネルデータ分析結果から見てい
くと、表 1より、代位弁済額に保証債務残高は
プラスで影響を与えているが、保証承諾額はマ
イナスで影響を与えている結果となった。
　また、保証承諾額は単年度累積額であり、保
証承諾額（フロー）と代位弁済額（ロス）の間
には強い相関が見られる。そこで、代位弁済率
は保証債務残高（ストック）と代位弁済額（ロス）
の比率であり、相関が低いので代位弁済率と増
減率で分析した。その結果が表 2である。代位
弁済率に保証承諾増減率がマイナスで影響を与
えている結果となった。
　保証承諾額増減率と代位弁済率がマイナス結

37  日本銀行（2016）時系列統計データ検索サイト日本銀行預金貸出関連統計は、国内銀行係数に限定されて信用金庫・信用組合を含まな
い銀行貸出金をデータとした。
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被説明変数 代位弁済 上段：係数の推定値　下段：カッコ内 z値

説明変数 ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿
X1保証承諾 -0.3674** -0.0319** -0.0321** -0.0307** -0.0311** -0.0293** -0.0376** -0.0323** -0.0322** -0.0314** -0.0315** -0.0295**

（-6.43） （-5.4） （-5.87） （-5.03） （-5.5） （-4.95） （-6.62） （-5.55） （-6.01） （-5.2） （-5.65） （-5.07）
経常収入

経常収支

保証債務残高 0.0336** 0.0353** 0.0345** 0.0309** 0.0305** 0.0336** 0.0336** 0.0352** 0.0343** 0.0308** 0.0304** 0.0334**
（15.67） （19.14） （19.87） （13.59） （14.22） （17.52） （15.61） （19.16） （20.03） （13.55） （14.23） （17.59）

X2副知事 480.6779 470.5635 413.7728 552.8301 507.1122 477.2950
（0.85） （0.84） （0.77） （0.99） （0.94） （0.87）

情報開示 -1258.0470 -1134.7170 -811.0393 -1302.4080 -967.0970 -903.4303
（-1.28） （-1.22） （-0.91） （-1.31） （-1.02） （-0.97）

X3貸出金 -0.0054* -0.0105** -0.0115** -0.0038 -0.0048* -0.0108** 0.0052* -0.0102** -0.0114** -0.0035 -0.0048* -0.0107**
（1.77） （-4.57） （-5.33） （-1.26） （-1.68） （-4.73） （-1.71） （-4.49） （-5.37） （-1.18） （-1.67） （-4.74）

X4失業率 660.9458** 1024.847** 984.2164** 662.3722** 1035.7150** 996.3710**
（2.05） （3.19） （3.18） （2.05） （3.21） （3.21）

事業所数 0.6271** 0.6877** 0.6149** 0.6327** 0.6901** 0.6131**
（3.82） （4.38） （3.98） （3.83） （4.37） （3.94）

倒産件数 0.8646** 0.7130** 0.5490** 0.8855** 0.7280** 0.5619**
（3.37） （2.94） （2.11） （3.42） （2.98） （2.15）

倒産金額 0.0146** 0.0124** 0.0126** 0.0149** 0.0127** 0.0129**
（4.75） （4.15） （3.91） （4.85） （4.25） （3.99）

R-sq 0.9784 0.9808 0.982 0.9783 0.9795 0.981 0.9784 0.9809 0.9822 0.9785 0.9358 0.9797

注：*、**はそれぞれ 10％、5％有意水準で、有意にゼロでないことを示す。

表 1
被説明変数：代位弁済額
　説明変数：保証承諾額　経常収入　経常収支　保証債務残高　副知事　情報開示　貸出金　失業率　事業所数　倒産件数　倒産負債金額

被説明変数 代位弁済率（代位弁済額 /保証債務残高） 上段：係数の推定値　下段：カッコ内 z値

説明変数 ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿
X¹保証承諾 -0.0067* -0.0066* -0.0064* -0.0069* -0.0084** -0.0089** -0.0097** -0.0091** -0.0049 -0.0042 -0.0041 -0.0044
（増減率） （-1.76） （-1.74） （-1.70） （-1.85） （-2.05） （-2.11） （-2.09） （-2.15） （-1.21） （-1.05） （-1.03） （-1.09）
保証債務残高
（増減率）
保証承諾率

X²副知事

情報開示 -0.0555 -0.0622 -0.1382 -0.0478 0.0149 -0.0911 -0.1616 -0.0664 -0.0710 -0.0833 -0.1570 -0.0693
（-0.30） （-0.31） （-0.73） （-0.24） （0.53） （-0.46） （-0.85） （-0.33） （-0.38） （-0.42） （-0.83） （-0.35）

X³貸出金 0.0423 0.0535** 0.0547** 0.0531** 0.0149 0.0278 0.0285 0.0219 0.0141 0.0193 0.0218 0.0163
（増減率） （1.55） （-1.96） （2.04） （1.95） （0.53） （0.94） （0.99） （0.74） （0.53） （0.71） （0.82） （0.61）

X4失業率 0.1312* 0.2551** 0.1787**
（1.67） （3.48） （2.37）

事業所数 -0.0041 -0.0096 -0.0046
（増減率） （-0.65） （-1.42） （-0.71）
倒産件数 0.0005** 0.0006** 0.0005**
（増減率） （2.39） （2.64） （2.38）
倒産金額 0.0003 0.0001 0.0003
（増減率） （1.06） （0.28） （0.96）

X5 2014年 0.3235** 0.3862** 0.3840** 0.4106**
（3.46） （4.69） （4.70） （5.02）

2015年 -0.0248 -0.0614 -0.0629 -0.0596
（-0.28） （-0.67） （-0.69） （-0.65）

2016年 -0.2689** -0.3352** -0.3307** -0.3592**
（-2.94） （-3.85） （-3.86） （-4.18）

R-sq 0.1323 0.1023 0.1680 0.0955 0.1156 0.0476 0.1042 0.0274 0.1339 0.0894 0.1507 0.0803

注：*、**はそれぞれ 10％、5％有意水準で、有意にゼロでないことを示す。

表 2
被説明変数：代位弁済率
　説明変数：保証承諾額増減率　保証債務残高増減率　貸出金増減率　失業率　倒産件数増減　倒産負債金額増減率　2014 年　2015 年　2016 年
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被説明変数 代位弁済率（代位弁済額 /保証債務残高） 上段：係数の推定値　下段：カッコ内 z値

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹
X1保証承諾額 -2.0606** -2.1906** -2.2406** -1.8906* -1.9806* -2.0206*

（-1.96） （-2.04） （-2.03） （-1.82） （-1.86） （-1.87）
保証債務残高 1.0806** 1.1606** 1.1606** 1.0906** 1.1506** 1.1706**

（3.17） （3.30） （3.29） （3.25） （3.35） （3.37）
X2副知事 -0.0043 -0.0063 -0.0148

（-0.03） （-0.05） （-0.11）
情報開示 -0.2574 -0.2804 -0.2766

（-1.50） （-1.61） （-1.55）
X3貸出金額 -8.6407** -8.5807** -9.2707** -9.5307** -9.4507** -1.0106**

（-2.09） （-2.04） （-1.97） （-2.37） （-2.31） （-2.21）
X4失業率 0.23378** 0.2289**

（3.31） （3.23）
倒産件数 -0.0004 -0.0006

（-0.23） （-0.30）
倒産金額 2.9007 2.3707

（0.39） -0.31
R-sq 0.2281 0.1622 0.1635 0.2504 0.1890 0.1904

注：*、**はそれぞれ 10％、5％有意水準で、有意にゼロでないことを示す。　　

表 3
被説明変数：代位弁済率
　説明変数：保証承諾額　保証債務残高　副知事　情報開示　貸出金　失業率　倒産件数　倒産負債金額

表 4　VIF（分散拡大係数）

A B C 
被説明変数 代位弁済率 被説明変数 代位弁済率 被説明変数 代位弁済率

Variable VIF 1/VIF Variable VIF 1/VIF Variable VIF 1/VIF
貸出金 4.27 0.234404 貸出金増減率 1.10 0.909221 貸出金 5.13 0.194799
保証承諾 2.92 0.342475 保証承諾率 1.06 0.939032 保証承諾額 10.30 0.097116
副知事 1.06 0.945359 副知事 1.04 0.961124 副知事 1.07 0.932363
情報開示 1.12 0.894431 情報開示 1.03 0.970212 情報開示 1.12 0.894384
失業率 1.05 0.978701 失業率 1.02 0.976545 失業率 1.05 0.955645
倒産件数 1.02 0.300452 倒産件数 1.04 0.965674
倒産金額 3.33 3978701 倒産金額 3.33 0.300403

事業所数 5.39 0.185405

Variable VIF 1/VIF Variable VIF 1/VIF Variable VIF 1/VIF
債務残高 18.93 0.052833 債務残高増減率 1.42 0.705663 保証債務残高 38.92 0.025691
保証承諾 15.81 0.06325 保証承諾増減率 1.32 0.756199 保証承諾額 15.64 0.063955
貸出金 4.82 0.20753 貸出金増減率 1.09 0.920157 貸出金 9.51 0.105143
副知事 1.08 0.923022 副知事 1.08 0.923022 副知事 1.12 0.889632
情報公開 1.16 0.860397 情報公開 1.16 0.860397 情報公開 1.12 0.894346
倒産件数 1.04 0.961426 倒産件数増減 1.33 0.749851 倒産件数 1.04 0.960767
倒産金額 3.33 0.300437 倒産金額増減 1.14 0.876307 倒産金額 3.33 0.3004
失業率 1.04 0.962303 失業率 1.14 0.879957 失業率 1.07 0.931301

事業所増減 1.11 0.897577 事業所 11.62 0.086023
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となり、営業活動に重点を置いた経営方針と
なって取引企業だけでなく、その他の情報生産
も疎かになれば、経済的要因による連鎖倒産等
から資金回収が滞り、代位弁済を増加させるロ
ジックが成立することも考えられる。図 7倒産
推移（件数・負債額）から、倒産件数は京都と
全国はほぼ同じ推移をしているが、倒産金額は
全国より京都は早い時期に増加し、その後も増
減を繰り返している。これは、京都は中小企業
が多く、全国規模の経済的な影響を受けている
ことが覗える。 

4．結論と課題
　　―情報生産機能の再生のために－

　前章で、代位弁済を被説明変数として、信用
保証協会の姿勢、金融機関である銀行の姿勢、
企業経済状況を説明変数としてパネルデータ分
析を行った。その結果から、金融機関と信用保
証協会を含む行政機関、そして中小企業事業者
に対して課題を提言する。

4-1　金融機関の機能回復
　　
　金融機関である銀行が、貸出金を増加させる
と信用保証協会の代位弁済を増加させるロジッ
クでデータ検証した結果、マイナスで有意な値
を得ることができた。これは、金融機関が貸出
取引先のモニタリングによる情報の生産を疎か
にして信用保証貸出をすることで代位弁済額を
増加させることになったといえる。そこで、金
融機関のモニタリングによるソフト情報の収集
と審査機能の回復が求められる。
　Berger & Udell （2004）ら多数の研究者も金融
機関は財務テータより、取引先のソフト情報が重
要であると述べている。金融機関と中小企業者の
キーポイントは情報生産である。これを怠るとソ
フトとハード双方の不透明な情報による信用供与
となるので避けるべきである。特に、中小企業を
メインバンクとする地域金融機関が中小企業の金
融市場を占有しているので、金融機関は情報に左
右される部分があると述べている 38。
　家森（2014）は、中小企業金融における金融
機関のプロパー貸出は優良企業のみを貸出対象

図 7　倒産推移（件数・負債額）
（東京商工リサーチ HPよりデータ収集して筆者作成）
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38  財務諸表等制度的な基準によって標準化された情報をハード情報、それ以外の無数の標準化されていない情報をソフト情報と定義する。
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とした貸出行動をとる可能性がある。プロパー
借入を受けることが出来ない、その他の中小企
業は、信用保証協会の保証条件で資金調達をせ
ざるを得ない状況になると、信用割当が生じて、
資源配分の効率性と公平性が損なわれている可
能性があると指摘している。
　金融庁は、2015年 9月に金融行政方針とし
て金融機関に金融仲介機能の発揮を促してい
る。そこでは、産業と企業のグローバルな稼ぐ
力を金融面から支援して、担保や保証に依存す
る融資姿勢を改めて、事業に対する目利き力を
高めるとともに地方創生に貢献することを求め
ている。
　金融機関が金融仲介機能を発揮するには、財
務諸表に代表される計数的裏付けのハード情報
による財務分析と、経営者の人柄、能力、経営
判断、業界評価、地域の風評等計数化できない
ソフト面の情報生産による総合的審査機能を構
築することが必要である。その為には、貸付担
当者や支店長によるモニタリングと審査能力の
向上が求められる。

4-2　行政機関の役割強化

　データ分析の結果から、信用保証協会が情報
生産を疎かにして、安易に保証承諾をすること
で代位弁済を増加させていることが否定できな
かった。これは、行政斡旋方式から金融機関依
頼方式に変更したことも要因の一つであると考
えられる。
　行政斡旋方式では、関係者が直接情報生産を
していたが、バブル期以降は、金融機関がタイ
ムリーに対応できる追認保証や担保流用の利用
が多くなり、行政窓口の斡旋融資が減少してき
た。そして、地元２信用金庫が経営破綻した
2000年に「取引金融機関消滅の影響がある企
業の金融円滑化対策」として、行政斡旋方式か
ら金融機関依頼方式に変更している。同時に、
京都府と京都市併せて 30以上の制度融資を４
つにして、スリム化を図っている。これら制度
の見直しは、リレーションシップバンキングに
よる金融機関の貸出行動が企業内容等のソフト

情報を重視する取り組みの必要性も背景にある
と考えられる。
　現在の制度融資は、中小企業者が金融機関
経由で信用保証協会に保証依頼して、無担保
8000万円、有担保 2億円、10年返済の条件で
借入が可能である。しかし、ほとんどが取引先
金融機関から提案された制度融資の申込であ
り、京都府や京都市等行政と信用保証協会が事
業者に関わる機会が薄れている 39。これを改善
するには、新銀行東京が導入して失敗したスコ
アリングシステムではなく、京都府や京都市等
行政機関が中小企業者と直接接触して生産する
情報の蓄積と、京都信用保証協会による厳格な
書類審査制度の確立が必要である。

4-3　中小企業者の事業承継と創業支援

　京都の伝統産業の課題は、後継者育成と事業
後継である。これは、伝統産業に限らず、中小
企業者に共通した課題でもある。事業承継は後
継者の育成であり、伝統産業全体からみれば異
業種からも創業者の参入が必要である。
　2015年度の京都信用保証協会の保証承諾額
と保証債務残高を見ると、過去ピーク時 2008
年度の約 7割まで減少しているのは経済状況に
加えて、事業者の高齢化と後継者不在による廃
業が影響していると考えられる。そこで、事業
承継と創業者支援が求められる。
　事業承継の課題に対して京都信用保証協会が
行政と協力して「在京金融機関管理業務協議会」
を組織して中小企業診断士、税理士、公認会計
士等の外部専門家を中小企業に派遣する「京都
バリューアップサポート体制」を整えて中小企
業者の支援をしている 40。同様に、創業支援に
対しても、「創業バリューアップサポート」と
称して、創業計画の策定から創業後のアフター
フォローまで保証協会が支援専門家派遣費用を
負担して支援している。　
　金融機関の貸出行動を住宅ローンや賃貸マン
ション建築資金等不動産担保貸出に偏重するこ
となく事業承継や創業支援にシフト変更してい
くことが求められる。

39  各市町村商工会議所が経営相談案内をする程度である。
40 老舗企業の事業承継と創業者支援政策を核とした専門家派遣事業である。
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おわりに

　本稿では、京都の中小企業金融と信用保証制
度について考察した。歴史的、理論的考察か
ら、信用保証制度の導入とその後の変質によっ
て、信用保証協会と金融機関と中小企業者の 3
者ともに情報生産を疎かにするようになったこ
とが、信用保証協会の代位弁済額の増加をもた
らしたのではないかと仮説をたてた。この仮説
を、代位弁済を被説明変数として、説明変数を
信用保証協会と銀行の姿勢、企業経済要因を表
すいくつかのデータを使用してパネルデータ分
析の手法で推定した。
　その結果から、保証協会の姿勢を表す変数と
代位弁済との間で仮説の傍証を得ることができ
た。そして、経済要因である失業率は代位弁済
にプラスの方向で作用したという結果を得るこ
とができた。また、金融機関の姿勢を表す変数
と代位弁済の間では有意な関係を見出せた場合
もあった。このデータ分析から、信用保証協会
と銀行の姿勢、そして企業経済が代位弁済に影
響を与えていることが明らかになった。
　以上のことから、金融機関及び信用保証協会
がモニタリングによる情報生産と厳格な審査が
行われる制度の確立が必要であることが覗えた。
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